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地方独立行政法人広島市立病院機構第４期中期目標（案） 
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前文 

地方独立行政法人広島市立病院機構（以下「法人」という。）は、平成２６

年４月の設立以降、広島市民病院、北部医療センター安佐市民病院（以下「安

佐市民病院」という。）、舟入市民病院、リハビリテーション病院・自立訓練

施設を運営している。 

第３期中期目標期間においては、第１期及び第２期中期目標期間に引き続

き、それぞれの病院の特徴を生かしながら、４病院が一体となって医療の提供

に取り組んできた。 

中でも、救急医療や周産期医療、小児医療などの市民生活に不可欠な医療、

感染症医療やリハビリテーション医療などの地域に必要な医療、がんや脳卒

中、急性心筋梗塞などに対する高度で先進的な医療を提供するとともに、県等

と連携して、新型コロナウイルス感染症患者の積極的な受入れや、災害医療の

体制強化等を行うなど、市立病院としての役割を果たしてきた。 

今後、更なる人口減少や高齢化の進展、医療需要の変化に的確に対応してい

くためには、引き続きこれらの医療の提供に積極的に取り組むとともに、地域

の拠点病院としての役割を担う市立病院が、広島県地域医療構想の推進に向け

て、県が計画している高度医療・人材育成拠点（以下「県の新病院」とい

う。）の整備を見据えた地域の医療機関等との役割分担、連携を図りながら、

地域包括ケアシステムの推進や地域完結型医療の提供体制の確立に取り組んで  

いかなければならない。 

また、２００万人広島都市圏構想の実現に資する市立病院の拠点性・広域性

の向上のためにも、圏域内医療機関等との連携強化を図ることなどによって広

域的な医療提供体制の強化を引き続き進めていくことが必要である。 

さらに、医療従事者の安定的な確保に向け、医療現場で勤務する医師・看護

師等の負担を軽減し、より働きやすい職場環境の整備に取り組む必要がある。 

一方、近年の物価高騰や人件費の上昇、国が推進する医療ＤＸへの対応が経

営上の課題となっている。こうした物価高騰等については、国において統一的

に対応すべき課題であることから、本市は、他の指定都市等と連携して国に対

して適切な対応を求めているところであり、法人においては、国の適切な対応

を前提としつつ、経営の安定化に向けた基盤づくりを強化する必要がある。 

こうしたことを実現していくため、第４期中期目標期間においては、より一

層の質の高い医療の提供に取り組むとともに、持続可能な医療提供体制を確保
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していくための更なる経営改善と組織改革に取り組まなければならない。 

以上のことから、法人が引き続き自律性、機動性、透明性という地方独立行

政法人制度の特長を最大限に生かしながら、本市の医療施策上必要とされる医

療の提供、医療に関する調査・研究、地域の医療機関等と連携した地域医療の

支援等を行い、市民の健康の維持及び増進に寄与することを求めるものであ

る。 

第１ 中期目標の期間 

令和８年４月１日から令和１２年３月３１日までの４年間とする。 

 

第２ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

１ 市立病院として担うべき医療 

市立病院は、それぞれの病院の特徴を生かし、他の医療機関との役割分

担、連携を図りながら、本市の医療施策上必要とされる医療を安定的に提供

すること。 

⑴ 広島市民病院 

   ア 救急医療 

     初期救急から三次救急までの救急医療を提供するとともに、引き続き

救急医療コントロール機能の中心的な役割を担うこと。 

     また、県の新病院等との役割分担、連携を見据えた救急搬送受入体制

の強化について検討すること。 

   イ がん診療 

     地域がん診療連携拠点病院としての機能強化を図り、高度で先進的な

がん医療を提供すること。 

   ウ 周産期医療 

     総合周産期母子医療センターとして、リスクの高い妊産婦や新生児へ

の周産期医療を提供すること。 

   エ 災害医療 

     災害拠点病院として、災害時に、迅速かつ適切な医療を提供するとと

もに、災害医療における中心的な役割を果たすこと。 

⑵ 安佐市民病院 

 ア 救急医療 

初期救急から三次救急までの救急医療を提供すること。 

また、県の新病院等との役割分担、連携を見据えた救急搬送受入体制 

の強化について検討すること。 

 イ がん医療 

地域がん診療連携拠点病院としての機能強化を図り、高度で先進的な

がん医療を提供すること。 

ウ 災害医療 

災害拠点病院として、災害時に、迅速かつ適切な医療を提供するとと

もに、災害医療における中心的な役割を果たすこと。 

  エ へき地医療 
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へき地医療拠点病院として、また、市北部地域のみならず、県北西部

地域等を対象とした中核病院として、関係医療機関に対する医師等の派

遣やオンライン診療等の継続的な支援に取り組むこと。 

⑶ 舟入市民病院 

   ア 小児救急医療等、小児専門医療 

     小児救急医療拠点病院として、小児科の２４時間３６５日救急診療を

行うとともに、初期救急医療機関及び二次救急医療機関としての医療を

提供すること。また、年末年始救急診療等を引き続き実施するととも

に、小児診療に特長のある病院として小児心療科等の小児専門医療の充

実を図ること。 

   イ 感染症医療 

     広島二次保健医療圏における第二種感染症指定医療機関として、引き

続き感染症患者の受入体制を維持するとともに、新たな感染症に対して

も先導的かつ中核的な役割を果たすこと。 

   ウ 障害児（者）医療 

     医療的なケアが必要な重症心身障害児（者）の受入れを引き続き実施

するとともに、障害児（者）に対する診療相談機能を整備すること。 

エ 病院機能の検討等 

小児医療機能の県の新病院への移管を見据え、適切に準備を進めると

ともに、高齢者救急の受入れや在宅医療支援の強化を中心とした病院機

能の在り方について検討すること。 

⑷ リハビリテーション病院・自立訓練施設 

ア リハビリテーション医療 

     リハビリテーション病院は、脳血管障害や脊髄損傷などによる中途障

害者に対して、高度で専門的な回復期リハビリテーション医療を継続的

かつ安定的に提供すること。また、急性期病院と連携し、急性期の疾病

治療・リハビリテーションとの一体的かつ連続的な回復期のリハビリテ

ーションを実施すること。 

   イ 自立訓練 

     自立訓練施設は、リハビリテーション病院等の医療機関との連携を図

りながら、利用者の家庭や職場、地域での生活の再構築のための訓練等

を行うこと。 

   ウ 相談機能、地域リハビリテーション 

     リハビリテーション病院・自立訓練施設は、関係機関と連携して、利

用者からの相談を適切に受けられる体制を強化するとともに、退院・退

所後の生活を支援すること。また、地域リハビリテーション活動を支援

するなど、本市の身体障害者更生相談所等と連携して、リハビリテーシ

ョンサービスを総合的かつ一貫して提供すること。 

   エ 災害医療 

     リハビリテーション病院は、病院の立地条件を生かし、デルタ地帯が

被災した場合に備え、他の市立病院のバックアップ機能を強化するこ
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と。 

２ 医療の質の向上 

⑴ 医療需要の変化、医療の高度化への対応 

    医療スタッフの知識の習得や技術の向上、診療科の再編などによる診療

体制の充実を図ることなどにより、医療需要の変化や医療の高度化に的確

に対応した医療を提供すること。 

⑵ チーム医療の推進 

    各医療スタッフが診療科や職種を越えて連携し、良好なコミュニケーシ

ョンの下でそれぞれの専門性を生かした高度で質の高いチーム医療を推進

すること。 

  ⑶ 医療安全対策の強化 

   ア 医療事故やヒヤリ・ハットなどに関する情報収集・分析の実施、予防

及び再発防止への取組などにより、市民に信頼される安全な医療を提供

すること。また、医療安全に係る体制やマニュアルを継続的に見直すこ

となどにより、より一層の医療安全対策の強化・徹底を図ること。 

   イ 院内感染に係る体制やマニュアルの整備・見直し、感染予防策の徹

底、感染症発生時における迅速・適切な対応など、院内感染防止対策の

強化・徹底を図ること。 

 ⑷ 医療に関する調査・研究の実施 

    職員の自主的な研究活動を支援するとともに、治験を積極的に推進する

など、質の高い医療の提供と医療水準の向上を図るための調査・研究に取

り組むこと。 

  ⑸ 災害医療体制の充実 

    広島市地域防災計画等に基づき、日頃から防災関係機関や他の災害拠点

病院との連携を図るとともに、災害時には、病院機能を維持し、迅速に災

害医療の提供を行うことができる体制を整備すること。 

  ⑹ 感染症医療体制の充実 

これまでの感染症医療の提供の中で得られた知見を生かし、感染症の発

生時に、各病院が県との医療措置協定等に基づき、関係機関と連携しなが

ら、適切に感染症医療の提供を行うことができる体制を整備すること。 

３ 患者の視点に立った医療の提供 

  ⑴ 病院情報・医療情報の発信 

   ア 診療内容や治療実績などの患者等が病院を選択する上で必要な情報、

病院の現状や地域の医療機関との役割分担に係る市民の理解を促進する

情報及び健康づくりや疾病に関する情報を積極的に提供すること。 

   イ 病院の運営内容や経営状況についての情報及び医療に関する研究成果

などの情報を、市民に分かりやすく発信をすること。 

⑵ 法令・行動規範・倫理の遵守 

    医療法を始めとする関係法令を遵守することはもとより、市立病院とし

ての行動規範と倫理に基づき、適正な病院運営を行うこと。 

また、個人情報保護及び情報公開に関しては、本市条例等に基づき適切
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に対処すること。 

 ⑶ 安心で最適な医療の提供 

   ア 患者の権利を尊重し、患者中心の医療であることを十分に認識すると

ともに、患者やその家族が抱える様々な不安や問題などの相談に積極的

に対応することで、安心して医療を受けられる環境を提供すること。 

   イ インフォームド・コンセント（患者自身が医療内容を理解・納得し、

自分に合った治療法を選択できるよう、患者に十分な説明を行った上で

同意を得ること。）を徹底することで、信頼と満足の得られる医療を提

供すること。 

   ウ セカンドオピニオン（診断や治療方針について主治医以外の医師から

意見を聴くこと。）の充実により、患者に合った診療の選択を支援する

こと。 

   エ クリニカルパス（疾病別に退院までの治療内容を標準化した計画書）

については、新規パスの作成と既存パスの見直しを計画的に行い、その

改善を図ることにより、入院から退院まで安全・適正かつ効率的な医療

を提供すること。 

   ⑷ 患者サービスの向上 

    常に患者やその家族の立場を考え、温かく心のこもった応対ができるよ

う、職員の接遇の一層の向上を図ること。 

また、患者等のニーズを的確に捉え、療養環境の改善や待ち時間の短縮

などに取り組むとともに、患者満足度の高いよりきめ細かなサービスの提

供に努めること。 

４ 地域の医療機関等との連携 

  ⑴ 地域の医療機関等との役割分担と連携 

   ア 地域全体でより良い医療を提供する観点から、県の新病院の整備を見

据え、基幹病院やかかりつけ医を始めとする地域の医療機関との適切な

役割分担と更なる連携を図ること。 

   イ 地域連携クリニカルパス（治療を行う複数の医療機関が治療方針を共

有するための診療計画書）を作成・運用するとともに、他の医療機関と

の診療情報の共有化などにより、急性期から回復期、在宅医療までの一

貫性のある医療を提供すること。 

   ウ 特に医療的なケアが必要な重症心身障害児（者）について、地域の医

療機関や社会福祉施設、訪問看護ステーション等との連携を強化するな

ど、その支援の充実に取り組むこと。 

 ⑵ 地域の医療機関への支援 

   ア 市立病院が保有する高度医療機器の共同利用などにより、地域の医療

機関を支援すること。また、地域の医療従事者を対象としたオープンカ

ンファレンス等各種研修会の開催などにより、地域の医療人材の育成に

努めること。 

   イ 安佐市民病院は、安佐医師会病院等の関係医療機関への医師の派遣等

に取り組むとともに、県北西部地域の公立病院等とのネットワークの中
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で中核病院として、地域完結型医療の推進に取り組むこと。 

     また、安佐市民病院及び安佐医師会病院を核とした地域包括ケアシス

テムの更なる推進に取り組むこと。 

 ⑶ 保健機関、福祉機関との連携 

   ア 保健所や福祉事務所等と連携して、疾病の予防や再発防止に取り組む

こと。 

     イ  病院を退院した患者が円滑に在宅医療に移行するための支援を行うこ

と。また、入院前から地域包括支援センターや介護サービス事業所等と

連携し、患者の退院後の療養や介護を支援するなど、地域包括ケアシス

テムの推進に取り組むこと。 

５ 市立病院間の連携の強化 

市立病院間の相互連携や効果的なマンパワーの活用を進めることで、病院

機能を相互に補完するとともに、４病院が一つの病院群として、本市の医療

施策上必要な医療を提供すること。特に、広島市民病院と舟入市民病院の連

携強化により、効果的かつ効率的な病院運営を一層進めること。また、本市

が指定管理者制度により運営している安芸市民病院と引き続き連携を図ると

ともに、一体的な運営についても検討すること 

６ 保健、医療、福祉、教育に係る行政分野への協力 

   本市が実施する保健、医療、福祉、教育などの施策に協力するとともに、

市行政全般との連携に努めること。 

 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

 １ 効率的・効果的な業務運営 

⑴ 理事長がリーダーシップを発揮するとともに、病院長への適切な権限移

譲等を進めることで、迅速かつ的確な意思決定を行うこと。また、職員の

経営参画意識やコスト意識の向上などにより、自律的かつ機動的な病院運

営を行うこと。 

⑵ 積極的に業務改善に取り組むなど、効果的かつ効率的な業務運営体制を

整備すること。 

２ 人材の確保、育成 

 ⑴ 多様な採用方法や雇用形態などにより、組織全体を活性化させるととも

に、病院を取り巻く環境変化に迅速・柔軟に対応した人材確保の在り方に

ついて検討すること。 

 ⑵ 職種に応じた研修制度の充実を図るとともに、職員の専門性やスキル、

倫理観を向上させること。また、本市との人事交流等により、保健医療福

祉分野に関して、幅広い知識・経験を有する職員の育成を図ること。 

３ 弾力的な予算の執行、組織の見直し 

   地方独立行政法人制度の利点を十分に生かし、弾力的な予算執行等を進め

るとともに、医療需要や病院の実態等に応じた組織や人員配置とすること。 

４ 意欲的に働くことのできる、働きやすい職場環境づくり 

   職員のインセンティブの向上を図るとともに、法人の経営状況を踏まえつ
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つ、職員の能力や業績を的確に反映できる人事・給与制度とすること。ま

た、医師・看護師等の一層の定数管理や労働時間管理の適正化に取り組むと

ともに、多職種間のタスク・シフト／シェア等による業務負担の最適化や、

ハラスメント対策の推進により、働きやすい職場環境を整備すること。 

５ 外部評価等の活用 

   会計監査人や患者等利用者の意見を踏まえ、法人の業務運営の改善を図る

こと。 

 

第４ 財務内容の改善に関する事項 

  経営の安定化の推進 

   ⑴ 物価高騰等への国の適切な対応を前提としつつ、法人の経営努力だけ

では維持することが困難な公共性の高い医療を提供するために必要とな

る経費については、引き続き本市が負担するが、経営改善の取組を強化

し、早期の経常収支の黒字化による財務基盤の安定化を図ること。 

   ⑵ 特に市立病院間の連携強化を行うことなどにより、効率的な病床管理

を進め、一層の病床利用率の向上に取り組むとともに、引き続き診療報

酬改定への的確な対応、適切な未収金対策に取り組むなど、安定的な収

入の確保を図ること。 

   ⑶ 各病院の部門ごとの詳細な収支状況の把握・分析、入札制度の見直し

や多様な契約手法の導入による調達コストの縮減など、経費の削減に取

り組むことにより、地方独立行政法人制度の利点を生かした効率的な病

院運営を行うこと。 

 

第５ その他業務運営に関する重要事項 

 １ ＤＸの推進 

   電子カルテ、マイナ保険証、電子処方箋等による医療情報の共有や、ＡＩや

ＲＰＡ（ロボットによる業務自動化）等の活用など、ＤＸを推進し、医療の質

の向上や業務の効率化を図ること。 

 ２ 情報セキュリティ対策の徹底 

   サイバー攻撃等に備え、医療情報の安全と医療提供体制の確保等を図るため、

情報セキュリティ対策を徹底すること。 

 ３ 病院施設・医療機器の老朽化等への対応 

   施設整備や高額医療機器の更新などについて、各病院の役割や社会情勢の変

化、経営環境等を踏まえ、計画的かつ効果的な投資を行うこと。 

 ４ 法人の経営環境等の変化への対応 

   患者動向や医療ニーズなどの変化により、新たな対応が必要となった場合に

は、本市において必要な見直しを行うこと。 


